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         第20 号２００９年 7 月１0 日

とどろき利治の 

国会 一本勝負 
プレス民主 号外 ≪発行元≫民主党参議院比例区第５総支部   

轟木利治事務所 参議院議員会館 518 号室 Tel:03-3508-8518／Fax:03-5512-2518 

 

ご安全に、とどろき利治です。参議院議員になってから約２年が経ち、自分の思う

ところも少しずつ議員としての活動に表せるようになってきました。これもひとえに

皆様方から頂いた力強いご支援のおかげです。本当にありがとうございました。 

さて、通常国会の会期末が迫るなかで解散・総選挙に向けた動きが緊迫の度を増し

ています。今の自公政権には働く者の気持ちや日本の将来を見通す能力がありません。

今こそまじめに働く者、生活者の目線で日本を立て直すときです。政権交代は新しい

日本を創造するスタートラインです。気持ちは総選挙に向かっていますが、今号では

足元を振り返るつもりでこの半年間の私の国会での活動についてお伝えします。 

この半年間は・・・ 

(１)本会議初登壇 独占禁止法で代表質問 

５月１３日、参議院本会議で初めて演壇に立ち、代表質問を行いました。法案は独

禁法の一部改正です。私の主張は、外国企業の合併であってもわが国に大きな影響を

及ぼす場合には、日本の法律でしっかり対応できるようにすべきということでした。 

(２)環境委員会で大臣に盛り沢山の質問 

                   ３月２４日の環境委員会では大臣に盛り 

                   沢山の質問を行いました。水俣病被害者 

                   の救済、地球温暖化対策の中期目標、地熱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本会議初登壇 独禁法で代表質問          環境委員会で大臣に質問 

メーン!! 
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発電、メガフロートを活用した洋上風力発電、都市鉱山でのレアメタル・リサイクル 
などでした。中でも、地熱発電は実力があるのにあまり注目されませんので、その活

用について一歩踏み込んだ政府見解を引き出しました。また洋上風力発電など他の人

があまり言わないことに光を当てようと思います。 
(３)発議者の一人として法案の提出 水俣病被害の救済法、土壌汚染対策法 

 与党の法案に対して、民主党として法案を出すことでより良い結果を引き出しまし

た。私も発議者の一人として、水俣病被害についてはより広い範囲の救済が可能とな

り、また土壌汚染対策では築地市場など公益的な施設も対象とすることができました。 
(４)まずは現地の実情調査 不法投棄現場、自然公園 

 現地の実情把握は基本です。滋賀、三重の不法投棄現場、琵琶湖などを訪れました。 
(５)日中議員会議で意見交換 

 日中議員会議で、地球温暖化対策の世界的枠組みに中国も参加すべきと訴えました。 

(６)基幹労連とともに省要請 

 基幹労連の産業政策を環境、経済産業、国土交通、防衛各大臣に要請しました。 

(７)沢山の来訪者 

 沢山の方がおいでいただきありがとうございました。これからもお待ちしています。 

今後とも皆様方の力強いご支援・ご指導をよろしくお願いいたします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       基幹労連とともに省要請活動 

    不法投棄現場で実情を聞く 

 

 

 

 

 

 

 

 

水俣病被害の救済法を提出           日中議員会議で意見交換 


